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第１章 モバイル WiMAX 市場と業界動向 

 

（1）メジャーベンダーの合従連衝と競争構図の再編 

 

世界の通信インフラメーカーは激動の時代を迎えている。メジャー通信インフラベンダー間の相次いた合

併により、業界の競争構図が再編されている。2004 年から始まったアメリカ通信市場における合併の動きで

需要市場の変化が避けられなくなり、ZTE、Huawei（華為技術）などの中国ベンダーの価格競争で収益性が

悪化されたためである。アルカテルとルーセントとの合併は M ＆ A など世界規模の業界再編を予告するも

ので、ノキアとシーメンスの通信インフラの合併やノーテルの W-CDMA 部門の売却につながった。 

 

通信インフラベンダーの合従連衝の傾向を分析すると、まずエリクソンを先頭にアルカテル-ルーセント、

ノキアシーメンスなど伝統的な通信系インフラ中心の1～3位ベンダーはM＆Aを通じて企業の規模を拡

大している。規模の経済を確保して収益性を改善するのが中国ベンダーの価格攻勢に勝ち抜ける得策で

あると認識しているからだ。アルカテルは、ルーセントとノーテルのW-CDMA部門を買収した後2位ベンダー

となり、ノキアは通信インフラ部門における収益悪化の解決策として、シーメンスとの合弁会社設立に取り組

んだ。 

 

一方、4 位と 5 位ベンダーは 4 位のモトローラが通信系インフラと IP 系インフラ設備市場へのチャンス同

時に狙い、5位のノーテルはIP系インフラ設備部門に全てを投じるという差別化戦略を見せている。モトロー

ラは中国の Huawei（華為技術）との提携で 3G 市場を攻略し、スプリント・ネクステルとの提携をきっかけにモ

バイル WiMAX インフラ部門を強化している。ノーテルは W-CDMA インフラ部門をアルカテル-ルーセント

に売却して WiMAX、IPTV、IMS などの IP 系インフラ設備市場に全力をあげている。 

 

こうした中、シスコの今後の行方が一つの変数になると思われる。今シスコがノキア シーメンスを合併する

という噂が絶えない。シスコは IP 通信インフラとソリューション部門を拡大しており、ノキア シーメンスは合併

を控えて浮上したシーメンス社の巨額不正事件により 2007 年に入っても事業が順調に進んでいない状態

である。今回のスキャンダルが原因でシーメンス内部からはノキアが合弁会社設立を白紙に戻す可能性が

高いという懸念の声が出ている。もしシスコがノキア シーメンスを合併すれば、一躍 Top3 ベンダーに浮上

することになる。 

 

WiMAX インフラは固定系を中心に Alvarion を始めとした Tier2 ベンダーが市場での競争優位を獲得し

た。Top5に属する大手ベンダーは通信系インフラ市場での地位を確保し手いる上、WiMAXがメーンストリー

ムの通信技術として発展するという確信がなかったため積極的な取り組みを見せていなかった。2004年を見

ても、メジャーベンダーはWiMAX市場参入を巡って、お互いの出方を窺っていた。当時アルカテル、モトロー
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ラ、シーメンスなどはすでに WiMAX 市場進出を明らかにしたが、ルーセントとノーテルは当分は市場の状

況を見ながら慎重に進めるという立場だった。 

 

WiMAX 市場への進出を明らかにしたメーカーも確固たる意志は持っていなかった。ノキアは 2004 年の

初めに WiMAX フォーラムを脱退すると発表したが、それを白紙にして 6 月に復帰するハプニングを起こし

たりもした。さらにアルカテル、シーメンス、ノーテルなど通信系インフラに偏っていた企業はAlvarion、Airspan

のような無線ブロードバンド専門の小型ベンダーと提携を締結、あるいはトライアルを通じてWiMAXに関心

があるということを示していただけだった。 

 

●図1 世界通信インフラ設備業界における再編と戦略ポジショニングの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ATLAS Research Group（2007.02） 

 

しかし IEEE が 802.16e 標準を承認したことにより、モバイル WiMAX 市場の拡大が期待されるようになり、

メジャーベンダーも相次いで市場参入を宣言した。ノキアは 2005 年 6 月、インテルとの WiMAX で提携する

と発表し、2006 年 10 月には具体的なモバイル WiMAX 戦略を発表した。モトローラは 2005 年 7 月、固定系

市場ではなく、モバイル WiMAX に直行すると発表した。以後、モトローラとノキアはスプリント・ネクステルの

インフラ供給メーカーとして選定され、モバイル WiMAX 市場での確固たる基盤を確立した。 

 

ノーテルは一番遅くモバイル WiMAX 市場への参加を宣言した。アルカテルに W-CDMA 部門を売却し
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た以後、IP系インフラ設備部門に全力をあげると明らかにしていたノーテルは2006年12月、台湾のChungWha 

Telecom にモバイル WiMAX インフラを供給して、戦略を変更した後、最初の成果をあげた。また同社は今

後、先進国市場の他にも南米、東南アジアなど主にアジアと新興市場を攻略する計画であると明らかにした。

これにより、1 ～ 5 位ベンダーであるエリクソン、アルカテル-ルーセント、ノキア、シーメンス、モトローラ、ノー

テルはモバイル WiMAX 市場に参入することとなった。 

 

このように世界のインフラベンダーは通信系インフラ中心の3社とIP系インフラ設備部門に力量を集中す

る 2 社、定価で市場を攻略している中国企業などいわゆる「3+2+1」の形で再編されている。ここにもしシスコ

がノキア シーメンスを合併するのであれば、通信系インフラ中心の 3 社と IP 系インフラ設備中心の 2 社、中

国企業などの「2+3+1」の構造に変化する可能性も予想されている。 

 

（2）各国における周波数割り当ての動き 

 

モバイルWiMAX市場の開花が期待されているなか、各国の規制機関における周波数割り当て動きも本

格化している。韓国では 2.3GHz 帯の WiBro サービスが開始され、米スプリント・ネクステルも 2.5GHz のモ

バイル WiMAX 商用サービス計画を発表するなど、各国の規制機関は無線ブロードバンドサービス向けの

周波数割り当てを急いでいる。 

 

地域別にみると、まず北米と欧州がWiMAX周波数割り当てを主導した。アメリカではすでに2.5～2.7GHz

帯の無線ブロードバンド向け周波数が割り当てられ、スプリント・ネクステルとClearwireのような事業者のWiMAX

市場への進出を後押しした。また西欧を中心に無線ブロードバンド向けに割り当てられた 3.5GHz を通じて

固定型 WiMAX サービスを提供する ISP が登場した。最近は西欧と中南米、中東でも WiMAX の周波数政

策が具体化されているだけに、WiMAX に対する各国規制機関の関心が高まりつつある。 

 

中南米ではブラジルが 3.5GHz を WiMAX 周波数に指定し、2006 年 9 月競売を実施した。ブラジル政府

は WiMAX 網の構築に 10 億レアルを投資するとしている。フランスでは 2006 年 7 月、通信規制機関である

ARCEP が 3.4 ～ 3.6GHz 周波数の 35 個のライセンスを発給すると発表した。ドイツでも 2006 年 12 月、3.4

～ 3.6GHz 帯域の WiMAX 周波数の競売が行われた。 

 

中東とアフリカ地域ではヨルダンとアルジェが先駆けてWiMAX商用化を開始した。2006年4月、アルジェ

通信事業者の Smart Link Communications が中東・アフリカ最初の 3.5GHzWiMAX サービスを開始し、10

月にはヨルダン規制機関である TRC が 3.5GHz 周波数の競売を進めると発表した。これに引き継きサウジ

アラビア、カタール、そして南アフリカ連邦がモバイル WiMAX 事業者選定を発表した。 
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日本では、2.5GHz 帯の周波数帯域を無線ブロードバンド向けに開放することとなっており、トライアルを

実施するプロバイダーの間では、この免許争奪戦が激化しつつある。総務省では、2007 年には 2 ～ 3 社に

この免許を交付する計画となっている。このように、日本においてもモバイルWiMAX実用化を睨んだ動きが

急激に加速してきている。 

 

これによって、WiMAX拡大のもっとも大きなネックとなっていた世界共通の周波数帯不足の問題が、次第

に解決されると思われる。 

 

●表1 世界主要地域におけるモバイルWiMAX周波数の割り当て状況 

地域 国家 周波数帯域 

北米 米国 2.5GHz、2.3GHz 

欧州 

フランス 3.4～3.6GHz, 2.5GHzは未定 

ドイツ 3.4～3.6GHz,2.5GHzは未定 

イギリス 3.5GHz, 2.5GHz 

アジア 

韓国 2.3GHz 

日本 2.5GHz 

シンガポール 2.5GHz 

台湾 2.5～2.69 GHz 

中東＆アフリカ 
サウディ、カタール 2.5GHz 

南アフリカ連邦 2.5GHz 

中南米 ブラジル 3.5GHz、2.5GHzは未定 
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出典：ATLAS Research Group 

（3）韓国の WiBro 商用サービス開始 

 

2006 年 6 月、韓国で開始された WiBro サービスは世界初のモバイル WiMAX 商用サービスということで

注目を浴びた。韓国発のモバイル WiMAX とも言える WiBro は、主要仕様のほとんどがモバイル WiMAX に

反映されているだけに、WiMAX サービスといえる。 

 

●図2 WiBroとモバイル WiMAXとの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：ATLAS Research Group（2006.07） 

 

しかし、WiBro サービスの加入者数は 2007 年 2 月現在、3000 人程度にとどまっている。これは技術的な

問題というより、事業の主体である KT と SKT 各社が抱えている内部問題にその原因がある。SKT はすでに

CDMA2000 1Xと EV-DOの全国網を保有しており、W-CDMAおよびHSDPAにも投資をしているため、WiBro

事業は最初から保険のようなものとして位置付けている。 

 

一方、KT は移動通信部門である KTF との重複投資という問題が足かせとなっている。KTF は 3G をきっ

かけに通信市場のイニシアチブを確保するため、HSDPA に攻撃的な投資をしてい。従って KT は 2006 年

12 月、WiBro 事業の戦略を修正した。同社は WiBro を子会社の KTF の HSDPA との補完的な関係として

ポジショニングをし、無線ブロードバンド市場で確固たる位置を確保すると発表した。 

 

KTがWiBro戦略を全面修正したことで、新しいビジネスモデルと移動通信サービスとの共存モデルが構

想されている。最近はユーザー参加型や個人メディアなど、HSDPA に比べてアップリングク（uplink）性能が

第１章 モバイル WiMAX 市場と業界動向 
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（4）スプリントと BT の採用宣言、表面化しているビジネスモデル 

 

2006 年 8 月、米スプリント・ネクステルが次世代の網進化技術としてモバイル WiMAX を採用すると発表

した。これは、業界に大きな影響を及ぼした。また 2006 年 12 月にはイギリスの BT がモバイル WiMAX を通

じて移動通信市場に再び参入すると発表した。 

 

BT がモバイル WiMAX を選択するということは、アジア、北米に引き続き欧州でも拡大の土台が設けられ

たことを意味する。またスプリント・ネクステルとは違って移動通信事業部門とのカニバリゼーション負担のな

い BT だけに、今後展開するビジネスモデルに対する関心も高まっている。BT の選択はモバイル WiMAX

市場をさらに発展すせると期待されている。 

 

BTがモバイルWiMAXを選択したのはHSDPAと差別化できる無線ブロードバンド技術の内、標準化とエ

コシステムにおいて最も進んでおり、1 ～ 2 年以内に商用化が可能な技術はモバイル WiMAX が唯一だか

らである。今、業界では従来事業との連関性を考慮した際、Wi-Fi/セルラーのデュアルモード端末をWiMAX/

セルラーのデュアルモードに発展させた第 3 世代 FMC サービス「Fusion」とモバイル IPTV などを展開する

ものと分析している。 

 

●表2 BTのモバイルWiMAX選択の背景 

出典：ATLAS Research Group（2007.01） 

 

一方、2007年の初めスプリント・ネクステルが発表したビジネスモデルは、モバイルWiMAXをRev.Aの補

完財としてポジショニングしている。同社は2006 年8 月に発表したユビキタス型のビジネスモデルを提供す

るという攻撃的な戦略を明らかにしたが、今は無線データ部門で Rev.A を補完し、カバレッジの拡大とイン

フラ投資で費用を節減することにモバイル WiMAX 戦略の焦点を当てている。 

 

またビジネスモデルも最初から完全開放するという方針から、最初は閉鎖型から始めて漸進的な開放型

外部環境 

規制環境 Ofcomの2GHz周波数分配と技術中立性適用 

技術環境 

1～2年の以内、可能な新規無線ブロードバンド技術は、 

モバイルWiMAXが唯一 

モバイルWiMAXは3Gと4Gまで活用できる費用節減技術 

市場環境 HSDPAと差別化できる技術が必要 

内部要因 網戦略 All-IPベースのNGN(21CN)戦略と合致する技術が必要 

優れるWiBroの特徴を利用した双方向マルチメディアサービスやコンシューマではなく法人を対象としたvertical 

market から突破口を模索している。KT と SKT は移動通信事業部門とのカニバリゼーションを避け、新しい
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（5） 牽制陣営の動き 

 

グローバル市場でモバイルWiMAXが拡大する兆しが見え始めたことにより、それを牽制する陣営の動き

も表面化している。その牽制勢力の最前線にはクアルコムがある。クアルコムはIEEEで802.20とEV-DO Rev.C

をモバイル WiMAX の対抗馬にモバイル WiMAX の拡大を牽制している。クアルコムは「802.20 は完全なモ

ビリティを支援する」と主張しながらROI創出とビジネスデルが不透明なモバイルWiMAXの代わりに802.20

を選択するように働きかけている。 

 

クアルコムがモバイル WiMAX を警戒している理由は、CDMA や W-CDMA などとは違って、無線 LAN

から進化した OFDM ベースの WiMAX では特許やロイヤルティ収入など同社が取れる利益があまりないか

らである。WiMAXを警戒するためにFlash-OFDM技術企業であるフラリオンをすでに引き受けており、去年

は 802.11n 専門企業である Airgo Networks を引き受けたが、依然として CDMA 技術に比べ OFDM 領域で

は影響力が弱いといえる。。ロイヤルティ収益及び MSM チップの販売に依存しているクアルコムとしてはモ

バイル WiMAX の拡大は生き残りの基盤が揺れる脅迫的な存在であるわけだ。 

 

クアルコムとともに GSM 系の無線技術標準化機構である 3GPP もモバイル WiMAX の牽制に乗り出して

いる。主に欧州のGSMインフラベンダーと移動通信キャリアが参入している3GPPは「GSM（2G）→W-CDMA

（3G）→ HSPA（3.5G）→ 4G」の技術進化ロードマップについて行くのが大勢となっている。牽制陣営は当初

Telecom技術にはあまり脅威にならないと予想していたモバイルWiMAXが順調に拡大する動きを見せてい

ることから 3.5G と 4G の中間技術で 3GLTE を提示した。 

 

3GPP は、4G に対する世界共通の合意がない状況でモバイル WiMAX がデファクト 4G のベース技術に

なることを懸念している。欧州 Telecom 陣営も 3GLTE を先に立たせて 4G へのロードマップと準備が着々と

進行しているということをアピールしている。3GPP2 はクアルコムを中心に 2008 年から商用化される Rev.C

を 4G 技術「Ultra Mobile Broadband」（UMB）と規定し、従来の CDMA 移動通信キャリアも 3GLTE と WiMAX

に対応できる選択肢があることを広報している。 

モデルにするという方向に変えた。 

これによりモバイル WiMAX サービスのビジネスモデルは▲セルラーの補完型と▲独自差別型に分けら

れる様子を見せている。セルラー補完型は DBDM（Dual Band Dual Mode）端末を活用してカバレッジの弱

点を補いサービスの魅力を高め、需要密集地域でデータ capacity を高めるかセルラー基地局の backhaul

として活用し重複投資を避けるモデルである。独自差別型は移動通信事業とのカニバリゼーションの恐れの

ない固定事業者やケーブル事業者、ISPなどが取り入れるようになるモデルとして従来のサービスの拡大や

QPS などを通じて移動通信サービスの価格破壊などを図るビジネスモデルになるだろう。 

第１章 モバイル WiMAX 市場と業界動向 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


